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●
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

　

森
林
吸
収
目
標
達
成
の
た
め
の
追
加
的

な
間
伐
、
木
材
の
搬
出
コ
ス
ト
の
低
減
等

に
必
要
な
路
網
整
備
や
、
集
中
豪
雨
、
地

震
等
に
よ
り
発
生
し
た
集
落
周
辺
の
荒
廃

地
等
に
お
け
る
治
山
施
設
の
設
置
等
を
実

施
し
ま
す
。

（
森
林
吸
収
源
対
策
を
取
り
巻
く
現
状
）

・
森
林
吸
収
目
標
一
三
〇
〇
万
炭
素
㌧
の
達
成
に

必
要
な
間
伐
を
進
め
る
た
め
、
必
要
な
財
源

の
確
保
、
地
方
負
担
、
個
人
負
担
の
軽
減
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

（
我
が
国
の
山
地
災
害
の
発
生
状
況
等
）

・
山
地
災
害
発
生
箇
所
数  
年
間
約
三
、
六
〇
〇

箇
所（
平
成
一
五
～
一
九
年
に
お
け
る
平
均
値
）

・「
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
（
Ｉ
Ｐ

Ｃ
Ｃ
）
作
業
部
会
報
告
書
（
平
成
一
九
年
四
月

六
日
公
表
）」
で
は
、
地
球
温
暖
化
の
進
行
に

よ
り
「
強
い
降
雨
現
象
の
頻
度
が
増
す
可
能

性
は
非
常
に
高
く
、
洪
水
の
危
険
性
を
増
加

さ
せ
る
。」
と
さ
れ
て
お
り
、
山
地
災
害
の
発

生
リ
ス
ク
の
増
加
が
懸
念
き
れ
て
い
ま
す
。

●
政
策
目
標

森
林
整
備
事
業

①
二
〇
〇
七
年
～
二
〇
一
二
年
の
六
年
間

で
三
三
〇
万
㌶
の
間
伐
を
実
施
。

②
一
〇
〇
年
先
を
見
据
え
、
広
葉
樹
林
化
、

長
代
期
化
、
針
広
混
交
林
化
等
多
様
な

森
林
づ
く
り
を
推
進⇩

　

京
都
議
定
書
第
一
約
束
期
間
（
二
〇
〇

八
年
か
ら
二
〇
一
二
年
）
に
お
け
る
森
林

吸
収
目
標
一
三
〇
〇
万
炭
素
㌧
の
達
成	

治
山
事
業

○
山
地
災
害
に
よ
る
被
害
の
軽
減
（「
犠
牲

者
ゼ
ロ
」）

〈
内
容
〉

１
．
森
林
整
備
事
業

森
林
吸
収
目
標
達
成
の
た
め
の
間
伐
等
を
更

に
積
極
的
に
進
め
る
と
と
も
に
、
間
伐
材
を
は

じ
め
と
す
る
木
材
の
搬
出
コ
ス
ト
の
低
減
等
に

不
可
欠
な
路
網
等
の
開
設
・
改
良
等
を
実
施
し
、

森
林
吸
収
目
標
の
達
成
と
林
業
・
木
材
産
業
の

振
興
等
を
通
じ
た
雇
用
機
会
の
創
出
と
山
村
地

域
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

［
森
林
整
備
車
業
（
公
共
）七
九
、〇
〇
〇
百
万
円
］

２
．
治
山
事
業

集
中
豪
雨
、
地
震
、
台
風
等
に
よ
り
発
生
し

た
集
落
周
辺
の
荒
廃
地
等
に
お
い
て
、
治
山
施
設

の
設
置
や
機
能
の
低
下
し
た
保
安
林
の
整
備
を

実
施
し
、
地
域
の
安
全
・
安
心
の
確
保
を
図
る
と

と
も
に
、
雇
用
の
創
出
や
森
林
吸
収
目
標
の
達

成
に
も
寄
与
し
ま
す
。

［
治
山
事
業
（
公
共
）
二
一
、
〇
〇
〇
百
万
円
］

※
今
回
の
対
策
で
は
、
地
方
負
担
に
つ
い
て
軽
減

措
置
が
講
じ
ら
れ
る
見
込
み
で
す
。

［
担
当
課
：

計
画
課
（
〇
三
─

三
五
〇
一
─

三
八
四
二
（
直
））］

　
　

森
林
吸
収
源
対
策
を
は
じ
め
と
す
る

　
　

森
林
の
整
備
・
保
全
の
推
進

―
森
林
整
備
事
業
・
治
山
事
業
― ［
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
百
万
円
］

　
　

森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
事
業
（
新
規
）

（
緑
の
産
業
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）［
一
二
三
、
八
四
四
百
万
円
］

●
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

　

都
道
府
県
に
基
金
を
造
成
し
、
定
額
助

成
方
式
に
よ
る
間
伐
及
び
路
網
整
備
、
伐

採
か
ら
搬
出
・
利
用
の
一
貫
し
た
取
組
に

よ
る
間
伐
材
の
フ
ル
活
用
、
地
域
木
材
・

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
用
を
地
域
で
一
体

的
に
進
め
ま
す
。

・
京
都
議
定
書
の
森
林
吸
収
目
標
の
達
成
に
向

け
、
間
伐
の
推
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。

・
こ
の
間
伐
の
促
進
と
間
伐
材
の
有
効
利
用
の
た

め
に
は
、
林
内
路
網
の
整
備
や
高
性
能
林
業
機

械
の
導
入
等
に
よ
り
、
間
伐
コ
ス
ト
を
低
減
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
同
時
に
、
木
材
・
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
需
要
拡

特　集

平成21年度  林野庁関係補正予算の概要
補正追加額 2,537億円
森林吸収源対策をはじめとする森林の整備・保全の推進	 �,000億円	（公共）
森林資源の徹底した活用による林業・木材産業の再生	 �,���億円	（非公共）

（うち間伐及び路網整備に関する定額助成：�00億円）
林業経営に対するセーフティーネット拡大	 ��億円	（非公共）

※以下、主な事業の概要をご説明します。事業実施主体等、詳しい内容については各担当課にお問い合わせ下さい。
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大
、
間
伐
材
の
安
定
供
給
維
持
の
た
め
の
シ
ス

テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

・
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
総
合
的
な
取
組
を
支
援

し
ま
す
。

●
政
策
目
標

①
二
〇
〇
七
年
～
二
〇
一
二
年
の
六
年
間

で
三
三
〇
万
㌶
の
間
伐
の
推
進
を
図
り

ま
す
。

②
間
伐
材
の
徹
底
し
た
活
用
に
よ
る
林

業
・
木
材
産
業
の
再
生
を
図
り
ま
す
。

〈
内
容
〉

都
道
府
県
に
基
金
を
造
成
し
、
地
方
公
共
団

体
、
森
林
組
合
等
の
林
業
事
業
体
・
林
業
経
営

体
、
木
材
加
工
業
者
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
需
要
者

等
の
幅
広
い
関
係
者
か
ら
な
る
協
議
会
に
よ
る

地
域
の
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
以
下
の
よ
う
な

事
業
の
組
合
せ
に
よ
る
総
合
的
な
取
組
に
要
す

る
経
費
に
対
し
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
間
伐
及
び
路
網
整
備
（
定
額
助
成
）、
森
林
境

界
の
明
確
化
並
び
に
侵
入
竹
の
除
去
な
ど
里

山
再
生
の
取
組

・
間
伐
材
の
フ
ル
活
用
を
図
る
た
め
の
利
用
拡
大

に
対
応
し
た
、
製
材
施
設
・
バ
イ
オ
マ
ス
利
用

施
設
・
高
性
能
林
業
機
械
等
の
整
備
、
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
や
間
伐
材
の
流
通
円
滑
化
の
取
組

・
学
校
の
武
道
場
や
社
会
福
祉
施
設
な
ど
公
共

施
設
等
で
の
地
域
材
利
用
の
取
組

〈
補
助
率
〉

定
額
、1
/
2
等
（
都
道
府
県
に
基
金
を
造
成
）

※
定
額
助
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
工
夫
次
第
で
森
林

所
有
者
等
の
自
己
負
担
な
し
で
の
実
行
が
可
能

で
す
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
上
乗
せ

も
可
能
で
す
。
な
お
、
今
回
の
対
策
で
は
、
地

方
負
担
に
つ
い
て
軽
減
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
見

込
み
で
す
。

〈
事
業
実
施
主
体
〉

地
方
公
共
団
体
、
森
林
組
合
等
の
林
業
事
業

体
・
林
業
経
営
体
、
木
材
加
工
業
者
、
木
質
バ

イ
オ
マ
ス
需
要
者
等
か
ら
な
る
協
議
会

※
個
々
の
事
業
を
実
施
す
る
の
は
、
協
議
会
の
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
林
業
事
業
体
等
と
な
り
ま
す
。

［
担
当
課
：計

画
課
（
〇
三
─
三
五
〇
二
─
三
八
四
二
（
直
））

経
営
課
（
〇
三
─
三
五
〇
二
─
八
〇
五
五
（
直
））

木
材
産
業
課（
〇
三
─

三
五
〇
二
─

八
〇
六
二（
直
））

木
材
利
用
課
（
〇
三
─
六
七
四
四
─
二
二
九
七
（
直
））

整
備
課
（
〇
三
─
六
七
四
四
─
二
三
〇
三
（
直
））］

ま
す
。

②
事
業
実
施
箇
所
の
立
木
買
取
、
伐
採
、

販
売
等
を
行
う
森
林
組
合
等
に
対
す
る

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
構
築
し
、
積
極

的
に
事
業
を
取
り
組
め
る
環
境
を
整
備

し
ま
す
。

③
伐
採
跡
地
へ
の
少
花
粉
ス
ギ
や
広
葉
樹

等
の
植
栽
を
促
進
し
ま
す
。

④
優
良
苗
木
の
生
産
や
低
コ
ス
ト
造
林
の

推
進
に
対
す
る
支
援
を
行
い
ま
す
。

・
平
成
一
九
年
八
月
に
策
定
し
た
「
今
後
の
花
粉

発
生
源
対
策
の
推
進
方
策
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
は
、
花
粉
症
患
者
の
多
い
首
都
圏
等
へ
の
花

粉
量
に
与
え
る
影
響
が
「
非
常
に
強
い
」
ス
ギ

林
を
主
体
に
対
策
の
重
点
化
を
図
る
こ
と
が
効

果
的
と
し
て
い
ま
す
。

・
昨
今
の
景
気
の
後
退
に
伴
い
、
花
粉
発
生
源
対

策
と
し
て
の
伐
採
や
植
替
え
が
停
滞
し
て
お

り
、取
組
を
加
速
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

●
政
策
目
標

　

首
都
圏
近
郊
等
に
お
け
る
花
粉
の
多
い

ス
ギ
に
つ
い
て
、
平
成
二
三
年
度
末
ま
で

に
三
〇
〇
万
本
の
伐
採
・
植
替
え
を
促
進

〈
内
容
〉

首
都
圏
近
郊
等
に
お
け
る
花
粉
の
多
い
ス
ギ

の
伐
採
・
植
替
え
を
促
進
す
る
た
め
の
取
組
や
、

優
良
苗
木
の
生
産
、
低
コ
ス
ト
造
林
の
推
進
等
を

支
援
し
ま
す
。

１
．
花
粉
発
生
源
ス
ギ
林
伐
採
・
植
替
え
協
力

森
林
の
確
保

森
林
組
合
等
が
行
う
森
林
所
有
者
に
対
す
る

協
力
森
林
確
保
の
た
め
の
呼
び
か
け
、
立
木
買

取
や
少
花
粉
ス
ギ
等
の
苗
木
に
係
る
説
明
会
開

催
や
個
別
訪
問
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、
協
力

森
林
に
つ
い
て
の
立
木
評
価
の
実
施
を
支
援
し
ま

す
。

２
．
立
木
の
買
取
・
伐
採
・
販
売

協
力
森
林
の
立
木
買
取
や
伐
採
、
販
売
等
を

行
う
森
林
組
合
等
が
積
極
的
に
事
業
に
取
り
組

め
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
経
費
に
つ
い
て
、
販
売
金

額
で
賄
え
な
い
場
合
に
支
援
す
る
た
め
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
構
築
し
ま
す
。

３
．
広
葉
樹
林
、
少
花
粉
ス
ギ
展
示
林
の
造
成

等協
力
森
林
の
伐
採
跡
地
等
に
お
い
て
森
林
組

合
等
が
行
う
広
葉
樹
等
の
植
栽
や
天
然
更
新
補

助
等
に
要
す
る
経
費
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、

森
林
組
合
等
が
行
う
少
花
粉
ス
ギ
展
示
林
の
造

成
等
を
支
援
し
ま
す
。

４
．
優
良
苗
木
の
生
産
や
低
コ
ス
ト
造
林
等
の

推
進

苗
木
生
産
業
者
等
が
行
う
母
樹
林
の
造
成
・
整

備
、
先
駆
的
苗
木
生
産
等
及
び
民
間
団
体
等
が
生

産
性
向
上
の
た
め
に
行
う
技
術
指
導
等
を
行
う
た

め
の
経
費
を
支
援
し
ま
す
。
ま
た
、
民
間
団
体
が

低
コ
ス
ト
造
林
な
ど
人
工
林
施
業
に
係
る
先
駆
的

な
取
組
を
行
う
経
費
を
支
援
し
ま
す
。

〈
補
助
率
〉
定
額

〈
事
業
実
施
主
体
〉
全
国
森
林
組
合
連
合
会

［
担
当
課
：

研
究
・
保
全
課
（
〇
三
─
三
五
〇
一
─
三
八
四
五（
直
））

整
備
課
（
〇
三
─
三
五
九
一
─
五
八
九
三
（
直
））］

　
　

花
粉
の
少
な
い
森
林
づ
く
り
対
策
事
業

［
九
、
九
八
六
百
万
円
］

●
事
業
の
ポ
イ
ン
ト

①
花
粉
発
生
源
対
策
の
加
速
化
を
図
る
た

め
、
首
都
圏
近
郊
等
に
お
け
る
花
粉
の

多
い
ス
ギ
の
伐
採
・
植
替
え
を
促
進
し
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●
事
業
の
ポ
イ
ン
ト

　

雇
用
情
勢
の
一
層
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ

る
な
か
、
雇
用
の
受
け
皿
と
し
て
期
待

さ
れ
て
い
る
森
林
・
林
業
分
野
に
お
い
て

「
森も

林り

の
緊
急
雇
用
」
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、「
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
」
に
よ
る
林
業
就

業
者
の
着
実
な
定
着
を
図
る
た
め
、「
緑
の

雇
用
」
を
拡
充
し
ま
す
。

（
林
業
に
お
け
る
求
人
・
求
職
等
の
現
状
）

・
新
規
の
林
業
就
業
者
数
は
、
緑
の
雇
用
導
入
に

よ
り
増
加
し
て
い
ま
す
。（
平
成
六
～
一
四
：
年

平
均
二
千
人
程
度
→
平
成
一
五
～
一
九
：
年
平

均
三
千
二
百
人
程
度
）

・
雇
用
情
勢
が
悪
化
す
る
中
、
森
林
・
林
業
分
野

に
対
す
る
雇
用
の
受
け
皿
と
し
て
の
期
待
が
更

に
高
ま
っ
て
い
ま
す
。（
森
林
の
仕
事
ガ
イ
ダ

ン
ス
相
談
者
数
：
延
べ
三
、
四
三
一
人
（
平
成

一
九
）
→
延
べ
六
、
一
三
三
人
（
平
成
二
〇
））

・
林
業
事
業
体
の
求
人
数
も
増
加
し
て
い
ま
す
。 

・
し
か
し
な
が
ら
、
作
業
が
き
つ
い
、
地
域
に
溶

け
込
め
な
い
等
の
理
由
で
、
採
用
し
て
も
す
ぐ

に
辞
め
る
求
職
者
も
い
る
た
め
、
次
の
採
用
に

慎
重
に
な
っ
て
い
る
事
業
体
も
あ
り
ま
す
。

●
政
策
目
標

　

四
、
〇
〇
〇
人
分
の
緊
急
的
な
雇
用
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
林
業
就
業
者
の
着

実
な
定
着
を
図
り
ま
す
。

〈
内
容
〉

緑
の
雇
用
対
策
に
つ
い
て
、
主
に
以
下
の
よ
う

な
拡
充
を
行
い
ま
す
。

１
．
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
へ
の
支
援

林
業
事
業
体
が
、
都
市
部
等
の
求
職
者
を
積
極

的
に
採
用
で
き
る
よ
う
、
求
職
者
に
末
利
用
材
の

搬
出
や
資
材
運
搬
、
歩
道
整
備
等
に
従
事
し
て
も

ら
い
、
林
業
の
作
業
実
態
や
就
労
条
件
等
の
理
解

を
図
る
た
め
の
三
ケ
月
程
度
の
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
に

必
要
な
経
費
（
研
修
費
（
日
額
八
千
円
/
人
）、
山

村
等
へ
の
転
居
者
の
住
宅
手
当
等
）を
助
成
し
ま
す
。

２
．
森も

り林
の
緊
急
雇
用
対
策
（
里
山
等
再
生
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
）

地
方
公
共
団
体
や
森
林
組
合
等
か
ら
な
る
協

議
会
が
実
施
す
る
里
山
、
森
林
公
園
、
登
山
道

等
に
お
け
る
境
界
・
歩
道
の
刈
払
い
、
侵
入
竹

の
除
去
、
修
景
作
業
な
ど
の
森
林
内
で
の
簡
易

な
維
持
管
理
作
業
、
鳥
獣
被
害
防
護
柵
の
設
置
、

森
林
病
害
虫
の
防
除
、
森
林
調
査
等
に
係
る
臨

時
雇
用
に
要
す
る
経
費
（
日
額
八
千
円
/
人
等
）

を
、
こ
れ
ら
の
協
議
会
に
対
し
て
支
援
し
ま
す
。

〈
補
助
率
〉 

定
額

〈
事
業
実
施
主
体
〉
全
国
森
林
組
合
連
合
会

［
担
当
課
：経

営
課
（
〇
三
─
三
五
〇
二
─
一
六
二
九
（
直
））

計
画
課
（
〇
三
─
六
七
四
四
─
二
三
〇
〇
（
直
））

研
究
・
保
全
課
（
〇
三
─
三
五
〇
二
─
一
〇
六
三
（
直
））］

●
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

　

森
林
所
有
者
等
が
気
象
害
等
に
よ
る
森

林
被
害
状
況
等
を
確
認
す
る
の
に
必
要
な

支
援
を
行
う
と
と
も
に
森
林
施
業
の
集
約

化
及
び
森
林
施
業
の
実
施
の
前
提
と
な
る

境
界
の
明
確
化
に
対
す
る
支
援
を
緊
急
に

実
施
し
ま
す
。

・
森
林
整
備
を
適
時
適
切
に
実
施
す
る
た
め
に
は

森
林
の
現
況
を
適
宜
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
す
。

・
し
か
し
、
森
林
所
有
者
等
の
意
欲
の
低
下
等
に

よ
り
、
気
象
害
な
ど
に
よ
る
森
林
被
害
の
状
況

が
適
切
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
増
え

て
い
ま
す
。
森
林
被
害
を
含
め
た
森
林
の
現
況

を
緊
急
に
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
森
林
整
備

の
必
要
性
を
改
め
て
認
識
し
て
い
た
だ
き
、
間

伐
等
の
旋
業
に
つ
な
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

・
さ
ら
に
、
森
林
所
有
者
の
高
齢
化
等
に
よ
り
情

報
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
、
境
界
が
不
明
に
な
り

つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
緊
急
に
対
応
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

●
政
策
目
標

　

森
林
施
業
の
集
約
化
を
促
進
し
、
適
切

な
森
林
整
備
の
推
進
を
図
り
、
森
林
の
有

す
る
多
面
的
機
能
を
発
揮

〈
内
容
〉

１
．
森
林
の
被
害
状
況
等
確
認
へ
の
支
援

市
町
村
長
と
の
協
定
に
基
づ
き
、
森
林
所
有

者
等
が
行
う
気
象
害
な
ど
に
よ
る
森
林
の
被
害

状
況
等
を
把
握
す
る
「
森
林
の
被
害
状
況
等
確

認
」
に
つ
い
て
、
市
町
村
に
よ
り
適
切
に
被
害
状

況
等
を
把
握
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
一

㌶
当
た
り
一
〇
、
〇
〇
〇
円
の
支
援
を
市
町
村
を

通
じ
て
受
け
ら
れ
ま
す
。

２
．
境
界
の
明
確
化
へ
の
支
援

市
町
村
長
と
の
協
定
に
基
づ
き
、
森
林
所
有

者
等
が
行
う
施
業
の
実
施
に
必
要
な
「
境
界
の

明
確
化
」
の
た
め
の
活
動
に
対
し
て
、
境
界
の
明

確
化
が
な
さ
れ
た
区
域
に
つ
い
て
、
市
町
村
に
よ

り
適
切
に
境
界
を
区
分
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

た
場
合
、
一
㌶
当
た
り
二
〇
、
〇
〇
〇
円
の
支
援

を
市
町
村
を
通
じ
て
受
け
ら
れ
ま
す
。

〈
交
付
率
〉
定
額

〈
事
業
実
施
主
体
〉
市
町
村

［
担
当
課
：

企
画
課
（
〇
三
─

三
五
九
三
─

六
一
二
五
（
直
））］

　
　

森
林
整
備
地
域
活
動
支
援
交
付
金

［
三
、
一
二
五
百
万
円
］

　
　

緑
の
雇
用
対
策

［
四
、
九
九
〇
百
万
円
］
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●
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

　

国
産
材
を
使
っ
た
住
宅
づ
く
り
に
つ
い

て
、
相
談
窓
口
や
情
報
サ
イ
ト
「
日
本
の

木
の
い
え
情
報
ナ
ビ
」
の
機
能
強
化
、
住

宅
生
産
者
側
へ
の
国
産
材
利
用
の
働
き
か

け
、
モ
デ
ル
住
宅
の
展
示
等
に
よ
る
国
産

材
住
宅
の
普
及
推
進
等
に
取
り
組
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
住
宅
需
要
と
国
産
材
の
供
給

の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
図
リ
、
住
宅
分
野
に
お

け
る
国
産
材
需
要
拡
大
を
推
進
す
る
。

（
国
産
材
住
宅
を
め
ぐ
る
現
状
）

・
内
閣
府
世
論
調
査
（
平
成
一
九
年
度
）
に
よ
る

と
、
仮
に
、
今
後
住
宅
を
建
て
た
り
、
買
っ
た

り
す
る
場
合
、
木
造
住
宅
を
希
望
す
る
者
が

全
体
の
約
八
割
に
の
ぼ
り
、
こ
の
う
ち
、
約
三

分
の
一
の
者
が
国
産
材
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
重
視
。

・
住
宅
（
在
来
工
法
）
に
お
け
る
国
産
材
使
用
割

合
は
現
状
で
約
三
割
（
平
成
一
七
年
）
と
低
位
。

・
新
設
住
宅
着
工
戸
数
は
、
近
年
、
年
間
一
二
〇

万
戸
前
後
で
推
移
し
て
い
た
が
、
平
成
二
〇

年
度
は
世
界
的
な
金
融
不
安
等
に
よ
る
住
宅

投
資
の
冷
え
込
み
に
よ
り
、
約
八
七
万
戸
（
平

成
二
〇
年
二
月
期
の
季
節
調
整
済
年
率
換
算
）

と
近
年
に
な
い
落
ち
込
み
が
予
想
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
木
造
住
宅
は
近
年
、
年
間
五
四

万
戸
程
度
で
推
移
し
て
い
た
が
、
平
成
一
九
年

度
に
は
約
五
一
万
戸
に
減
少
。

●
政
策
目
標

住
宅
（
在
来
工
法
）
に
お
け
る
国
産
材
使

用
割
合
の
拡
大

平
成
一
七
年	

約
三
割
→
平
成
二
七
年	

約
六
割

〈
内
容
〉

１
．
国
産
材
住
宅
づ
く
り
普
及
支
援

情
報
サ
イ
ト
「
日
本
の
木
の
い
え
情
報
ナ
ビ
」

上
の
登
録
工
務
店
等
の
情
報
量
の
拡
大
、
住
宅

ロ
ー
ン
返
済
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
の
コ
ン
テ
ン

ツ
の
充
実
、
各
地
域
の
国
産
材
住
宅
づ
く
り
相
談

員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
、
工
務
店
等
の
住
宅
生
産
者

に
対
す
る
木
材
利
用
の
拡
大
の
た
め
の
サ
ポ
ー

ト
を
行
う
民
間
団
体
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
事
業

の
実
施
に
か
か
る
経
費
を
助
成
し
ま
す
。

２
．
住
宅
展
示
窓
口
支
援

 

国
産
材
を
使
っ
た
住
宅
展
示
に
よ
る
普
及
窓

口
を
設
置
す
る
都
道
府
県
協
議
会
等
に
対
し
て
、

そ
の
整
備
の
た
め
の
部
材
費
用
及
び
住
宅
展
示

を
核
と
し
た
普
及
活
動
に
つ
い
て
支
援
し
ま
す
。

〈
補
助
率
〉
定
額

〈
事
業
実
施
主
体
〉
１
．
民
間
団
体
、
２
．
都
道

府
県
協
議
会
等

［
担
当
課
：

木
材
産
業
課
（
〇
三
─
六
七
四
四
─
二
二
九
五
（
直
））］

●
対
策
の
ポ
イ
ン
ト

　

間
伐
の
実
施
や
間
伐
材
の
利
用
促
進
等

の
た
め
の
資
金
、
木
材
安
定
供
給
体
制
の

維
持
等
に
係
る
資
金
を
林
業
者
・
木
材
産

業
者
が
円
滑
に
調
達
で
き
る
よ
う
、（
独
）

農
林
漁
業
信
用
基
金
の
無
担
保
保
証
枠
を

拡
大
す
る
た
め
の
出
資
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、（
独
）
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
代

位
弁
済
が
急
増
す
る
中
で
、
保
証
料
を
据

え
置
き
、
林
業
者
・
木
材
産
業
者
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
、
交
付
金
を
交
付
し
ま

す
。

（
林
業
・
木
材
産
業
信
用
保
証
の
現
状
）

・
平
成
一
九
年
度
の
保
証
実
績
は
件
数
は
一
、
七

七
六
件
で
あ
り
、
保
証
引
受
額
は
三
九
八
億

円
で
す
。

・
一
般
保
証
の
保
証
の
範
囲
は
八
〇
％
で
あ
り
、

無
担
保
の
限
度
額
は
三
、
〇
〇
〇
万
円
で
す
。

・
保
証
限
度
額
は
個
人
の
場
合
一
億
円
、
会
社
の

場
合
二
億
円
、
組
合
の
場
合
四
億
円
で
す
。

●
政
策
目
標	

林
業
者
・
木
材
産
業
者
の
円
滑
な
資
金
調

達
の
た
め
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
充
実

〈
内
容
〉

１
．
間
伐
の
実
施
や
利
用
の
促
進
等
に
必
要
な

資
金
の
円
滑
化
の
た
め
の
支
援

間
伐
の
実
施
、
間
伐
材
や
地
域
材
の
利
用
促

進
、
木
材
の
安
定
供
給
等
に
必
要
と
な
る
資
金

調
達
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、（
独
）
農
林
漁
業

信
用
基
金
に
お
い
て
無
担
保
保
証
枠
を
拡
大
（
二

四
六
億
円
）
す
る
た
め
、
政
府
か
ら
（
独
）
農
林

漁
業
信
用
基
金
に
対
し
て
出
資
し
ま
す
。

２
．
保
証
利
用
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の

支
援

林
業
・
木
材
産
業
に
お
い
て
も
倒
産
が
増
加

し
、（
独
）
農
林
漁
業
信
用
基
金
の
代
位
弁
済
額

が
急
増
す
る
中
で
、
林
業
者
・
木
材
産
業
者
の

負
担
が
こ
れ
以
上
増
え
な
い
よ
う
、
保
証
料
率

を
現
行
の
水
準
に
維
持
す
る
た
め
の
交
付
金
を

（
独
）
農
林
漁
業
信
用
基
金
に
対
し
て
交
付
し
ま

す
。

〈
交
付
・
出
資
先
〉
独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信

用
基
金

〈
平
成
二
一
年
度
要
求
額
〉

（
1
）
出
資
金 

四
、
九
一
七
百
万
円

（
2
）
交
付
金 

二
、
八
四
五
百
万
円

［
担
当
課
：

企
画
課
（
〇
三
─

三
五
〇
二
─

八
〇
三
七
（
直
））］

　
　

住
宅
分
野
に
お
け
る

　
　

国
産
材
需
要
拡
大
緊
急
対
策
支
援
事
業

［
五
三
〇
百
万
円
］

　
　

林
業
経
営
支
援
対
策
事
業

（
農
林
漁
業
信
用
基
金
出
資
金
・
林
業
信
用
保
証
事
業
交
付
金
）

［
七
、
七
六
二
百
万
円
］


